
（平成２１年1月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認佐賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



佐賀国民年金 事案 319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 58 年４月から同年 12 月まで 

社会保険庁に照会したところ、昭和 58 年４月から同年 12 月までの国民年

金保険料納付の事実は確認できるが、還付していると回答があった。還付の

理由も無いし、還付された期間の国民年金保険料が未納となっているのは納

得できない。 

昭和 58 年４月、個人医院に就職したが、厚生年金保険には加入しておら

ず、健康保険は医師国民健康保険であった。数年後に役場から国民年金保険

料が未納との通知があり、不思議に思いながら一括で支払った記憶がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 58 年４月 20 日に国民年金の被保険者資格を喪失し、納付済

みであった58年４月から同年12月までの国民年金保険料が還付されているこ

とが、Ａ町(現在は、Ｂ市)の被保険者名簿により確認できるが、当該期間は、

申立人は、厚生年金保険に加入しておらず、強制加入被保険者として、国民年

金の被保険者となる期間であり、国民年金保険料を還付する合理的な理由は無

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



佐賀国民年金 事案 320 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名  ： 女 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

     住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 39 年２月及び同年３月 

       昭和 40 年２月に母が国民年金の加入手続をし、20 歳にさかのぼって国民

年金に加入した。 

昭和 44 年５月に結婚するまでは母が国民年金保険料を納付していた。 

加入届を昭和 40 年２月に行ったため、39 年１月から３月分は過年度保険

料となり、現金納付した。 

昭和 39 年１月分を 40 年２月４日に納付し、４月分を２月 27 日、５月分

を３月 30 日、６月分を４月 20 日と順に納付しているのに、２月分と３月分

を納付しないで４月分を納付することはあり得ない。   

申立期間の保険料を納付したことを証明する書類等は無いが、社会保険庁

の記録では申立期間が未納期間となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は２か月と短期間である上、申立人は国民年金加入期間について、

申立期間を除き、保険料をすべて納付している。 

また、申立人の保険料を納付していたとされる申立人の母親は、国民年金発

足当時から国民年金に加入し、すべての加入期間の保険料を納付している。 

さらに、申立人の母親は、申立人の国民年金加入手続の際、昭和 39 年１月

分の国民年金保険料を過年度納付し、同年４月から同年６月分を現年度納付、

同年７月から翌年３月分を過年度納付しており、申立期間の保険料のみを納付

しないことは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



佐賀国民年金 事案 321 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年９月から 55 年４月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年３月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 51 年４月から 53 年２月まで 

             ③ 昭和 54 年９月から 55 年４月まで 

    昭和 49 年３月会社退職後、役場で国民年金の加入手続をして、国民年金

保険料は夜間集金に来ていた人に自分で渡していた。申立期間については、

保険料を納めたはずだから納付済みと記録を訂正してほしい。50 年４月か

ら 51 年３月までの期間については、領収書を提出し、納付と認められた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③については、社会保険事務所の特殊台帳により、申立人が国民

年金保険料を納付したことが確認できる。 

    また、同台帳には、「還付昭和 54 年８月から 55 年６月まで」と記載され

ているが、申立人は厚生年金保険被保険者の資格を昭和 54 年９月 21 日に喪

失し、55 年５月１日に再取得しているところ、国民年金の強制加入期間で

ある申立期間③（54 年９月から 55 年４月まで）の期間の国民年金保険料を

還付する合理的な理由は無い。 

  ２ 一方、申立期間①及び②については、申立人が国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人からは、国民

年金保険料の納付方法、金額等の具体的な供述は得られず、国民年金保険料

の納付状況等が不明である。 

    また、申立人には、申立期間以外にも国民年金保険料の未納期間及び国民

年金の未加入期間が散見される上、申立人の妻についても、申立期間①は、

１か月を除き国民年金の未納期間、申立期間②は国民年金の未加入期間であ



り、ほかに申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和54年９月から55年４月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



佐賀国民年金 事案 322 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

    平成３年４月から国民年金に強制加入となったが、当時学生であったので、

国民年金保険料の免除申請を行い、３年８月から４年３月までの保険料が免

除となった。 

一度免除申請を行ったため、学生の間は免除になると思っていたが、後で

毎年申請を行う必要があることが分かり、平成４年４月から５年３月までが

未納となっていた。 

平成５年４月に就職し、その年の夏ごろ、実家へ未納分の国民年金保険料

の納付書が送られてきた。実家の母が役場に未納分の保険料を確認し、５万

4,000 円を２回、Ａ銀行で納付したので、未納となっているはずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、12 か月と比較的短期間である上、申立人の申立期間以外の国

民年金保険料の納付状況は、納付又は申請免除となっている。 

また、申立人の妹及び弟は、20 歳から就職して厚生年金保険に加入するま

での国民年金加入期間について、国民年金保険料が納付済みとなっており、申

立人の申立期間の保険料を納付したとされる申立人の母親は、「申立人を含む

三人の子の国民年金保険料を私が払っていた。」と供述しているとともに、申

立人の妹も「自分の国民年金保険料は母が納付してくれていた。」と供述して

いる上、申立人の母親が、申立人の妹の国民年金保険料を納付し始めたのは平

成５年 10 月ごろからであり、その時期は申立人の未納分の国民年金保険料の

納付書が届いた時期と同時期であり、申立人の妹の保険料を納付している申立

人の母親が、申立人の未納分の国民年金保険料の納付書を受領しながら、納付

を行わないとは考え難い。 



さらに、学生時代の国民年金の加入手続や免除手続及び卒業後の未納分の国

民年金保険料の納付方法など、申立人の申立内容は具体的であるとともに、申

立人の母親が納付したとする金額は、申立期間の保険料額と概ね一致する。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



佐賀国民年金 事案 323 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和45年４月から同年７月までの期間及び51年４月から同年６月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年４月から同年７月まで 

             ② 昭和 51 年４月から同年６月まで 

    社会保険庁の記録では、申立期間の国民年金保険料が未納となっているが、

妻や義父が納付済みとなっているのに自分だけが未納となっているのはお

かしい。自分のほうが妻より年上なので自分の分を先に納付するのが普通だ

と思う。 

    昭和 45 年３月ごろ、義姉に国民年金の加入手続をしてもらい、以降は地

区での集金にて家族４人分（申立人、妻、義父、義母）を毎月納付していた

か、もしくは自分でＡ市役所へ納付に行っていた。額はよく覚えていない。 

    Ａ市役所の被保険者名簿において、昭和 45 年４月から同年７月まで「納」

の印があったものを消している点が不自然である。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は４か月、申立期間②は３か月といずれも短期間であるとともに、

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 44 年 11 月ごろ払い出されており、申立

人は、44 年 12 月から 45 年３月にかけて、過年度納付及び特例納付により 36

年４月にさかのぼって国民年金保険料を納付している上、申立期間を除く国民

年金加入期間について、国民年金保険料をすべて納付しており、納付意識の高

さをうかがうことができる。 

   また、申立人は、昭和 55 年１月から同年３月までの期間、56 年１月から同

年３月までの期間並びに 57 年２月及び同年３月の保険料をそれぞれ過年度納

付していることから、申立人が保険料の未納について、市役所、社会保険事務

所から通知を受けて、これを納付しないとは考え難い。 



さらに、Ａ市の被保険者名簿の記録において、申立期間①については、納付

済みであることを示す「納」のゴム印を押されていたものが線で消されている

上、申立期間①の直前の昭和 45 年１月から同年３月までの期間が、Ｂ町の被

保険者名簿の納付記録により、平成 20 年８月 27 日に、未納から納付済みへと

社会保険庁の記録が訂正されているほか、同町の被保険者名簿の検認記録欄に

よると、昭和 45 年３月 11 日及び同年３月 17 日に 36 年４月までさかのぼって

国民年金保険料を納付していることが確認できるが、45 年３月は特例納付実施

期間ではなく、本来であれば時効により納付できない期間の保険料を納付した

こととされており、収納事務及び納付記録の管理が適正に行われていなかった

ことがうかがわれる。 

加えて、申立人と一緒に国民年金保険料を納付していた申立人の配偶者及び

義父は申立期間の保険料を納付している 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

佐賀厚生年金 事案 248 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年４月１日から同年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＢ社本社における資格喪失日に係る記録を 40 年５

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

               （Ａ社） 

             ② 昭和 40 年４月１日から同年５月１日まで 

               （Ｂ社） 

    Ａ社には、昭和 36 年４月 10 日から 39 年 10 月 31 日まで勤めており、同

年 11 月１日からＢ社Ｃ営業所に勤め始めた。社会保険庁の記録では、Ａ社

に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失が 39 年 10 月 31 日とされているが、

同年 11 月１日が厚生年金保険被保険者資格喪失日となるはずである。 

また、昭和 39 年 11 月１日にＢ社に就職し、Ｃ営業所、Ｄ工場と転勤し

た後、40 年３月末日にＥ工場に転勤した。申立期間において給与の支払い

は受けていたが、保険料控除に関しては覚えていない。Ｂ社において勤務

は継続していた。 

申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

て欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 雇用保険の記録及び申立人の上司、同僚の供述から判断すると、申立人

が申立期間②においてＢ社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 40 年３月の社会保険事

務所の記録から２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としているが、申立人と同時期にＢ社本社から



                    

  

Ｅ工場に異動した申立人を含む４名全てに被保険者期間の欠落が生じてい

ることから、Ｂ社本社において厚生年金保険法に則した資格の得喪に係る

届出事務が行われていなかったと認められ、事業主が昭和 40 年４月１日を

資格喪失日として届け出たと考えられる。その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年４月の保険料の納入の告知を行っておらず(社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は、申立人に係る同月

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①に係るＡ社は、既に廃業しており、当時の人事記録、賃金台

帳等申立期間に係る在籍及び厚生年金保険料の控除が確認できる資料が無

い上、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

    また、申立人がＡ社退職後すぐに入社したとするＢ社に係る申立人の雇

用保険被保険者資格取得日は昭和 39 年 10 月１日とされている上、Ａ社の

元総務担当者は「自分は社会保険事務の担当者ではなかったが、当時、月

の途中に退職した者について、月末日を資格喪失日とする届出を行ってい

た可能性もあると思う。」と供述しており、申立期間①において、申立人

がＢ社の従業員であった可能性がうかがわれる。 

このほか、申立人の同僚等からも申立人の在籍期間や申立期間に係る厚

生年金保険料の控除を確認できる供述は得られず、申立てを裏付ける関連

資料及び周辺事情は無い。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                    

  

佐賀厚生年金 事案 249 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年２月から同年６月までの厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年２月 25 日、資格喪失日に係

る記録を同年７月 25 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 48 年２月から

４月までは５万 2,000 円、同年５月及び６月は６万 4,000 円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年２月 19 日から同年 10 月１日まで 

    Ｂ社退職後、友人の誘いもあって、再度Ａ社に勤務した。主に車の整備

業務を担当していた。給与明細書等を保管しており、給与から厚生年金保

険料が控除されていたことが確認できるので、申立期間において厚生年金

保険被保険者であったことを認めて欲しい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する申立人に係る失業保険被保険者離職証明書事業主控及び申

立人が保管するＡ社に係る給与明細書により、申立人は、昭和 48 年２月 25

日からＡ社に継続して勤務し、申立期間のうち、48 年２月から同年６月まで

の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人が保管する昭和 48 年２

月から同年７月までのＡ社に係る給与明細書の保険料控除額から、48 年２月

から４月までは５万 2,000 円、同年５月及び６月は６万 4,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当該保険料を納付したか否かについては不明としているが、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その

後被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届も提出されているに



                    

  

もかかわらず、いずれの機会においても、社会保険事務所が当該届出を記録

しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 48 年２月から同年６月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないものと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 48 年７月から同年９月までの期間については、

申立人が所持する給与明細書により、申立人の同年９月の給与から８月分の

厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる上、申立人は同年８月

分及び 10 月分の給与明細書を保管しておらず、Ａ社においても申立期間当時

の賃金台帳等を保管していないため、申立人の給与から厚生年金保険料が控

除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立内容について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 48 年７月から同年

９月までの期間に係る保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 



佐賀国民年金 事案 324 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年６月から 53 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年６月から 53 年３月まで 

税金と同じように義務として加入できる年齢になった昭和 44 年６月から、

自分で国民年金に加入して、保険料を納付している。兄弟も国民年金保険料

を納付しており、父親もとても厳しく保険料を納付しないなどということは

無かった。 

社会保険庁の記録では、昭和 44 年６月から 53 年３月までの国民年金保険

料が未納とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 106 か月と長期間である上、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに

申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年４月 28 日以降に払い出

されており、申立人は 44 年６月にさかのぼって資格取得しているが、申立期

間の一部は、番号の払い出し時点で、時効により、保険料を納付できない期間

であり、これ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は無い。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付方法等に関する記憶

は曖昧
あいまい

であり、加入手続に同行したとされる申立人の兄嫁の記憶も曖昧
あいまい

である

ため、国民年金の加入状況、納付状況等が不明である。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



佐賀国民年金 事案 325 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年６月から 50 年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 49 年６月から 50 年１月まで 

  社会保険庁の記録では、昭和 49 年６月から 50 年１月までの期間は、国民

年金の未加入期間となっているが、会社を退職するたびに国民年金の加入手

続を行い、毎月納付してきたので、国民年金の未加入期間があることには納

得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について国民年金保険料を納付していたと主張している

が、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持する年金手帳、社会保険庁のオンライン記録及びＡ町の

被保険者名簿では、昭和 46 年 10 月１日国民年金の被保険者資格を喪失、50

年２月 16 日国民年金への強制加入で一致しており、申立人は、申立期間当時、

任意加入対象者であるため、申立期間は未加入期間となり、Ａ町において、申

立人の保険料にかかる納付書の作成等は行われなかったと考えられる。 

さらに、申立期間直後の国民年金保険料の納付済期間については、一括納付

していることが、社会保険庁の特殊台帳及びＡ町の被保険者名簿により確認で

きることから、申立期間について、毎月納付していたとする申立ては不自然で

ある。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 326 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、還付さ

れていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年２月及び同年３月 

    親に勧められて国民年金に加入し、保険料は私の兄が納付していた。社会

保険事務所から昭和 39 年２月及び同年３月の国民年金保険料は還付されて

いると説明を受けたが、私も兄も還付金を受取った記憶が無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している国民年金手帳により、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたことを確認できるが、申立人は、昭和 39 年２月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得しており、納付済みであった 39 年２月及び

同年３月の国民年金保険料が還付されていることについて不自然さは見られ

ない。 

   また、社会保険事務所の還付整理簿に、申立人の国民年金手帳記号番号、氏

名、金額、還付事由、決定年月日、支払年月日が記載されており、その記載内

容に不合理な点は見られず、還付手続が適正に処理されたことを疑わせる事情

は見当たらない。 

   さらに、申立人は、還付が行われたとされる昭和 39 年９月ごろに、転居等

申立人の生活状況に変化は無かったと述べており、還付通知書が送達不能であ

った可能性は無かったと考えられ、ほかに国民年金保険料が還付されていない

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 



佐賀国民年金 事案 327 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年４月から 44 年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月から 44 年８月まで 

  社会保険庁の記録では、昭和 43 年４月から 44 年８月までが国民年金の未

加入期間となっているが、当時、私は、大学生であり、叔母から実家のある

町において、私の国民年金保険料を納付しているとの連絡を受けていたので、

国民年金の未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の叔母が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付してい

るとの話を聞いたことがあると供述しているが、国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、申立期間

の国民年金加入手続及び保険料納付については関与しておらず、加入手続及び

保険料納付を行ったとする叔母は既に死亡しており、国民年金の加入状況、納

付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が、昭和 51 年７月に夫婦連番で払い

出されたことが社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿により確認で

き、申立期間において、申立人は学生であり、任意加入期間となるため、さか

のぼって、国民年金への加入、保険料の納付ができない期間であり、これ以前

に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

さらに、申立人には、申立期間以外にも国民年金保険料の未納期間が散見さ

れ、ほかに申立人の叔母が申立人の国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年４月から 40 年 10 月までの期間、40 年 11 月から 43 年２

月までの期間、43 年３月から 48 年９月までの期間、49 年１月から同年９月ま

での期間、53 年５月から 54 年３月までの期間、54 年４月から 61 年３月まで

の期間及び61年４月から平成２年10月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年４月から 40 年 10 月まで 

② 昭和 40 年 11 月から 43 年２月まで 

③ 昭和 43 年３月から 48 年９月まで 

④ 昭和 49 年１月から同年９月まで 

⑤ 昭和 53 年５月から 54 年３月まで 

⑥ 昭和 54 年４月から 61 年３月まで 

⑦ 昭和 61 年４月から平成２年 10 月まで 

昭和 38 年頃Ａ市役所にて国民年金の加入手続をし、その後、同市役所に

て、自分もしくは妻が毎月国民年金保険料を納付してきた。申立期間が未納、

免除、未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 12 月に夫婦連番で払い出され

ており、これ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情はない。申立人は、38 年以降、保険料を毎月納付してきたと主張し

ているが、申立期間①、②及び③を納付するためには特例納付、申立期間④を

納付するためには過年度納付によることとなり、申立人の 36 年４月から 39

年３月までの保険料については特例納付により、48 年 10 月から同年 12 月ま

での期間及び 49 年 10 月から 50 年３月までの期間の保険料については、過年

度納付により納付されていることが社会保険事務所の特殊台帳及びＡ市の被

保険者名簿により確認でき、申立人の保険料納付に関する記憶が曖昧
あいまい

であるこ

とがうかがわれる。 

また、申立人の妻は、２回程、過去の保険料をさかのぼって納付したことを



記憶しているところ、社会保険事務所の特殊台帳及びＡ市の被保険者名簿によ

り、申立人及び申立人の妻が昭和 50 年 12 月に特例納付及び過年度納付を、51

年 12 月及び 53 年７月に過年度納付をしていることが確認でき、これ以外に申

立人が申立期間①、②及び③の保険料を特例納付したことをうかがわせる関連

資料及び周辺事情はない。 

さらに、申立人は、昭和 51 年 12 月に過年度納付した時点で、申立期間④は、

時効により納付できない期間である。 

加えて、申立人は、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたと申し立てて

いるが、申立期間⑤及び⑥については、申立人の妻も申立人と同様に昭和 53

年５月から 54 年３月まで未納、54 年４月から 61 年３月まで申請免除とされ

ている。 

このほか、すべての申立期間について、保険料を納付したことを確認できる

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間は７回、合計で 273 か月と長

期間である上、Ａ市の国民年金被保険者名簿において、平成８年 12 月 18 日に

申立人が市役所に過去の未納保険料を納付する旨を申し出て、62 歳まで保険

料を納付すれば年金受給権が発生するとの説明を受けていることが確認でき、

この時点で、申立人は、過去の未納期間について認識していたものと考えられ

る。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



佐賀厚生年金 事案 250 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年２月から同年５月まで（Ａ社） 

      ② 昭和 36 年６月から 37 年６月まで（Ｂ社） 

      ③ 昭和 37 年７月から同年 10 月まで（Ｃ社） 

  高校卒業後、同級生４人一緒にＡ社に就職し、その後同時に退社した。 

昭和 36 年６月、Ｂ社に就職したが、約１年後に退職し、すぐにＣ社に就

職した。 

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社いずれも勤務していたことは間違いないので、厚生年金

保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②におけるＡ社、Ｂ社の所在地等に関する申立人の記憶は

具体的であり、申立人が当該事業所で勤務していたことは推認することがで

きる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、申立期間①のＡ社及び申立期

間②のＢ社は、厚生年金保険の適用事業所としての記録が無く、申立人が記

憶しているＡ社の同僚及びＢ社の同僚についても、申立期間における厚生年

金保険の加入記録は確認できない。 

また、Ａ社、Ｂ社共に、申立期間当時の所在地及び周辺地区に当該事業所

と思われる事業所は存在せず、廃業していると考えられる上、事業主、同僚

等の供述を得ることもできず、申立期間当時、申立人のＡ社及びＢ社での勤

務状況や厚生年金保険料控除の有無について確認することができない。 

２ 申立期間③におけるＣ社は、社会保険庁の記録によると、申立期間後の昭

和 39 年８月に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は、

厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる上、社会保険事務

所が保管するＣ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の氏名の



記載は無く、整理番号に欠番は無い。 

また、Ｃ社は、「申立期間当時の資料が無く、申立人が勤務していたか不

明である。」としている上、申立人はＣ社における同僚の氏名を記憶してお

らず供述も得られないため、申立人のＣ社での勤務状況や厚生年金保険料控

除の有無について確認することができない。 

３ このほか、申立期間のすべてにおいて、給与明細書等、申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認

できる資料は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 251 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年５月ごろから 42 年１月ごろまで 

（Ａ事業所） 

           ② 昭和 47 年８月ごろから 48 年１月ごろまで 

（Ｂ事業所） 

    昭和 40 年５月ごろから東京のＡ事業所に加盟する新聞販売店に勤務し、

朝刊、夕刊の配達及び集金をしていた。42 年１月ごろに退職した後、45 年

５月 1日に再度、同事業所に就職して、46 年１月 10 日まで勤務したが、社

会保険庁の厚生年金保険加入記録では、最初に勤務した 40 年５月ごろから

42 年１月ごろまでの期間が未加入となっていた。 

また、昭和 47 年８月ごろから 48 年１月ごろまでの期間及び 48 年 10 月８

日から同年 11 月７日までの期間、Ｂ事業所に勤務したが、社会保険庁の厚

生年金保険加入記録では最初に勤務した47年８月ごろから48年１月ごろま

でが未加入となっていた。Ｂ事業所では家具の製造に従事していた。 

厚生年金保険料の控除については覚えていないが、両事業所とも、最初の

勤務と２回目の勤務の時とは、仕事内容、勤務形態は変わることはなかった

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   １ Ａ事業所及びＢ事業所は既に廃業しており、当時の人事記録、賃金台帳等

申立人の勤務状況が確認できる資料が無い上、申立人も給与明細書等を所持

していないため、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控

除されていたことについて確認ができない。 

   ２ 申立期間①について、社会保険事務所が保管するＡ事業所の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、申立人は昭和 45 年５月１日に厚生年金保



険の資格を取得し、46 年１月 10 日に資格を喪失したとされており、これ以

前に申立人が資格を取得していることは確認できず、申立期間①において同

名簿の整理番号の欠番は無い上、申立期間①における申立人の雇用保険の加

入記録は確認できない。 

また、Ａ事業所の従業員記録を引き継いでいるＣ社が保管する社会保険加

入者の名簿（厚生年金加入喪失者台帳）において、申立人の厚生年金保険加

入記録は昭和 45 年５月１日資格取得、46 年１月 10 日喪失とされており、

社会保険事務所の記録と一致する。 

さらに、Ｃ社では、「当時、Ａ事業所に加盟していた販売店の従業員の厚

生年金保険加入は、加盟販売店の判断に委ねており、販売店によって加入は

区々だった。」としている上、申立人が勤務していたとする販売店主のＡ事

業所での厚生年金保険加入記録も確認できないことから、申立人が勤務して

いた販売店が、申立期間①当時、申立人を厚生年金保険に加入させていなか

った可能性もうかがわれる。 

加えて、申立人は同僚の氏名を覚えておらず、申立人の在籍期間等につい

ての供述は得られない。 

   ３ 申立期間②について、社会保険事務所が保管するＢ事業所の被保険者原票

において、申立人は昭和 48 年 10 月８日に厚生年金保険の資格を取得し、同

年 11 月７日に資格を喪失とされており、これ以前に申立人が資格を取得し

ていることは確認ができず、申立期間②において同原票の整理番号に欠番は

無い上、申立期間②における申立人の雇用保険の加入記録は確認できない。 

     また、Ｂ事業所の当時の事業主は、「当時はすぐ辞める者が多かったため、

３か月の試用期間後、様子をみて厚生年金保険に加入させていた。」と供述

しており、Ｂ事業所では従業員の入社後すぐに厚生年金保険資格取得手続を

していたわけではないと考えられる。 

さらに、申立人が記憶している同僚は既に死亡しており、供述を得ること

ができない。    

４ このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料及び周辺事情は無い。 

     これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 252                    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27 年２月１日から 36 年２月 11 日まで 

 昭和 36 年２月ごろ、祖母の看病のためＡ社を退職した。退職後、Ａ社に

は行っていない。 

脱退手当金を受給したことになっているが、一時金を受取った記憶はない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の被保険者名簿の申立人が記載されているペ

ージとその前後５ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険

資格喪失日である昭和 36 年２月の前後２年以内に資格喪失した者であって、

２年以上の被保険者記録がある者 17 名の脱退手当金の支給記録を確認したと

ころ、14 名に支給記録があり、そのうち 10 名は資格喪失日の約６か月以内に

脱退手当金の支給決定がなされており、申立人についても事業主による脱退手

当金の代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には脱退手当金の支給

を意味する「脱手」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約

４か月後の昭和 36 年６月 29 日に支給決定されているほか、厚生年金保険被保

険者台帳（旧台帳）には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等

を、社会保険庁から脱退手当金の裁定を行った社会保険事務所へ回答したこと

が記録されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


